
「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に
関する調査研究事業」調査結果の概要

【調査の概要】

○ 1,741の市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業（以下、「総合事業」という。）等の実施状況について調査を実

施。（平成30年10月調査）

○ 1,686市町村から回答を得た。（回収率96.8％）

【調査結果のポイント】

○ 従前相当以外の多様なサービス（従来より基準を緩和したサービス、住民主体による支援等）を実施する事業所が訪問型

サービスは約1.3万箇所、通所型サービスは約１.2万箇所にのぼっている。

・ 訪問型の多様なサービス 13,082事業所（平成30年6月）

・ 通所型の多様なサービス 12,511事業所（平成30年6月）

○ 平成29年4月に総合事業へ移行した市町村について、利用者のサービス日数の変化を確認したところ、大きな変化はなかった。

・ 多様なサービスの利用者の１ヶ月間における利用日数の変化： 6.3日／月（平成29年3月）→ 6.5日／月（平成30

年3月）

○ 生活支援コーディネーターの配置および協議体の設置状況を確認したところ、生活支援コーディネーターについては第1層では約

9割、第2層では約7割の市町村で配置されている。協議体については、第1層では約8割、第2層では約6割の市町村で設置さ

れている。

○ 市町村に対してサービスごとに普及に向けた課題を確認したところ、いずれのサービスにおいても、実施主体や担い手の確保を課

題として挙げている市町村が多かった。

平成30年度老人保健健康増進等補助金「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」
（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所）より 1
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（図1）サービス別事業所数の推移

（１）総合事業のサービス別事業所数

※１ 総合事業には上記の他、配食・見守り等のその他生活支援サービスを提供する事業所がある。また、総合事業に位置づけられていない通いの場等の取組みもある。
※２ 平成29年6月の事業所数については、未回答であった97市町村の事業所は含まれていない。また、平成30年6月の事業所数については、未回答であった55市町村の事業所は含まれて

いない。
※３ 事業所数については、平成26年度介護サービス施設・事業所調査（厚生労働省）における、平成26年10月の介護予防訪問介護・介護予防通所介護の事業所数と、

平成29年度老人保健健康増進等補助金「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」（株式会社ＮＴＴデータ経営研究
所）、平成30年度老人保健健康増進等補助金「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」（株式会社ＮＴＴデータ経
営研究所）における、平成29年6月および平成30年度6月時点の従前相当サービス・多様なサービスの事業所数の合計を比較。

※4 回答主体である市町村から見て、他の市町村に所在する事業所については調査対象外としている。
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○ 従前相当以外の多様なサービス（従来より基準を緩和したサービス、住民主体による支援等）を実施する事業所が訪問型

サービスは約1.3万箇所、通所型サービスは約１.2万箇所にのぼっている。



○ 従前相当サービス以外の多様なサービスの事業所数の内訳は、訪問型サービス、通所型サービスともに基準を緩和したサービス

（サービスＡ）が最も多い。

（２）従前相当サービス以外の多様なサービス別の事業所数内訳

訪問型サービス

通所型サービス

（図2）総合事業の多様なサービスの事業所数

１．総合事業の提供体制等
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通所型サービスA 通所型サービスB 通所型サービスC

※ 本ページ以降、従来より基準を緩和したサービスをサービスA、住民主体による支援をサービスB、短期集中予防サービスをサービスC、移動支援をサービスDとする。
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○ 実施主体別内訳を見ると、訪問型サービスでは介護給付・予防給付の指定事業所が実施主体となっている事業所が約９割を

占める。

（３）多様なサービスの実施主体別内訳

（図3－１）多様なサービスの実施主体別内訳

訪問型サービス

介護給付・予防給付の指定事業所以外の
事業所内訳

１．総合事業の提供体制等
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（３）多様なサービスの実施主体別内訳（つづき）

１．総合事業の提供体制等

通所型サービス

（図3－２）多様なサービスの実施主体別内訳

○ 実施主体別内訳を見ると、通所型サービスでは、介護給付・予防給付の指定事業所が実施主体となっている事業所が約7割を

占める。
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○ 訪問型サービスの実施主体別内訳を見ると、サービスA、サービスC、サービスDでは介護給付・予防給付の指定事業所、サービス

Bではその他（地縁団体等）が最も多い。

（３）多様なサービス別の実施主体別内訳（つづき）

（図4－１）多様なサービスの実施主体別内訳（訪問型）

訪問型サービスA

訪問型サービスB

１．総合事業の提供体制等

6

介護給付・予防給付の指定事業所以外の
事業所内訳
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（３）多様なサービス別の実施主体別内訳（つづき）

（図4－２）多様なサービスの実施主体別内訳（訪問型）

訪問型サービスC

訪問型サービスD

１．総合事業の提供体制等
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○ 通所型サービスの実施主体別内訳を見ると、サービスA、サービスCでは介護給付・予防給付の指定事業所、サービスBではその他

（地縁団体等）が最も多い。

（３）多様なサービス別の実施主体別内訳（つづき）

（図4－３）多様なサービスの実施主体別内訳（通所型）

通所型サービスA

通所型サービスB
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通所型サービスC

１．総合事業の提供体制等
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（３）多様なサービス別の実施主体別内訳（つづき）

（図4－４）多様なサービスの実施主体別内訳（通所型）
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（４）市町村のサービス別実施状況と今後の方針

○ 市町村のサービス別実施状況を見ると、従前相当サービス（訪問型・通所型）は9割以上が実施している。一方、サービスB、サー

ビスD、配食を除く生活支援サービスについては、実施率が2割未満である。

（図5－１）サービス別実施状況

１．総合事業の提供体制等

10

（複数回答) (ｎ=1,686)
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（４）市町村のサービス別実施状況と今後の方針（つづき）

（図5－2）サービスに対する今後の方針

１．総合事業の提供体制等

○ 今後、サービス等について増やす意向のある市町村は、サービスAやサービスBが約２割、サービスCは約1割である。
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5.1%

6.0%

4.0%

3.4%

1.8%

2.5%

2.5%

3.9%

3.2%

0.5%

2.4%

2.6%

3.2%

4.8%

0.8%

0.8%

0.0%

0.3%

0.0%

0.9%

0.4%

1.0%

0.9%

0.5%

0.8%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

訪問型サービス従前相当

訪問型サービスA

訪問型サービスB

訪問型サービスC

訪問型サービスD

通所型サービス従前相当

通所型サービスA

通所型サービスB

通所型サービスC

その他生活支援サービス（見守り）

その他生活支援サービス（配食）

その他生活支援サービス（その他）

今後は増やす 現状を維持する 今後は減らす 検討中 検討をしておらず未定 無回答

（４）市町村のサービス別実施状況と今後の方針（つづき）

（図5－3）サービスに対する今後の方針（現在の実施状況別）

１．総合事業の提供体制等

○ 図５－２をサービスごとに「実施している」市町村と「実施してない」市町村に分けた場合、「実施していない」市町村では、今後の方

針について「検討しておらず未定」と回答している市町村の割合が大きい。

各サービスを「実施している」市町村の今後の方針 各サービスを「実施していない」市町村の今後の方針

12



（５）介護予防ケアマネジメントの実施状況

○ 介護予防ケアマネジメントの実施状況を見ると、介護予防ケアマネジメントAについては9割以上の市町村で実施されているが、

介護予防ケアマネジメントBおよび介護予防ケアマネジメントCについては2割程度の実施となっている。

（図6）介護予防ケアマネジメントの実施状況

※ 介護予防ケアマネジメントAは介護予防支援と同様のケアマネジメント、介護予防ケアマネジメントＢはサービス担当者会議やモニタリングを省略したケアマネジメント、
介護予防ケアマネジメントＣは基本的にサービス利用開始時のみ行うケアマネジメントを指す。

93.6%

22.5%

19.7%

5.1%

68.6%

70.8%

1.3%

8.9%

9.5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

介護予防ケアマネジマントA

介護予防ケアマネジマントB

介護予防ケアマネジメントC

ある ない 無回答

13

(ｎ=1,686)

１．総合事業の提供体制等
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○ 総合事業のサービス利用者数は、訪問型サービスでは約28万人、通所型サービスでは約44.7万人、その他生活支援サービスでは約
4.1万人である。

（図7） 利用者数

訪問型サービス 通所型サービス

（１）利用者数

その他生活支援サービス

※ 平成30年6月に実際にサービスを利用した人数（実人員）

２．総合事業のサービスの利用状況等

230,416 

44,729 
3,402 
1,261 

337 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

平成30年6月

訪問型サービスD(市町村数26)

訪問型サービスC(市町村数347)

訪問型サービスB(市町村数180)

訪問型サービスA(市町村数613)

訪問型サービス従前相当(市町村数1,169)

総数 280,145

370,285 

54,654 

10,346 
12,335 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

平成30年6月

通所型サービスC(市町村数595)

通所型サービスB(市町村数128)

通所型サービスA(市町村数655)

通所型サービス従前相当(市町村数1,172)

総数 447,620

11,643 

27,605 

2,100 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

500,000

平成30年6月

その他(市町村数53)

配食(市町村数330)

見守り(市町村数135)

総数 41,348

14

（単位：人）
（単位：人）

（単位：人）
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（参考１） 利用者数の推移

※１ 算出方法
平成29年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所）および、
平成30年度老人保健健康増進等事業「介護予防・日常生活支援総合事業及び生活支援体制整備事業の実施状況に関する調査研究事業」（株式会社ＮＴＴデータ経営研究所）において
従前相当サービス、サービスA、サービスBの利用者数をすべて「把握している」と回答した市町村（訪問型：688市町村、通所型：686市町村）を対象に、以下の方法で利用人数の合計を比較している。

平成29年6月：介護保険事業状況報告（平成29年8月）における、平成29年6月の介護予防訪問介護、通所介護の利用者数＋
平成29年度調査における平成29年6月の総合事業利用者数（訪問型・通所型の従前相当サービス、サービスA、サービスB ）

平成30年6月： 平成30年度調査における平成30年6月の総合事業利用者数（訪問型・通所型の従前相当サービス、サービスA、サービスB）
※２ 総合事業の実施時点で要支援認定の有効期間が残っている者については、要支援認定の有効期間が終了するまで（最長12ヶ月間）、介護予防訪問介護・介護予防通所介護を利用した。（平成30年
３月末まで。）
※３ 平成29年6月時点、ならびに平成30年6月時点の総合事業の各サービスについては、一部重複があり得る。（従前相当サービスとサービスAの両方を利用しているケース等。）

訪問型サービス 通所型サービス

○ 平成29年6月、平成30年6月の両時点において利用者数を把握している市町村に限定して利用者数を比較すると、訪問型
サービスでは約1.2万人、通所型サービスでは約3.3万人増加している。

２．総合事業のサービスの利用状況等

市町村数 688 市町村数 686

77,059 

65,266 

134,555 

9,255 

28,230 1,999 2,608 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H29年6月 H30年6月

介護予防訪問介護 訪問型サービス従前相当

訪問型サービスA 訪問型サービスB

96,544 

94,692 

209,525 

15,967 

30,462 

3,014 

3,547 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

H29年6月 H30年6月

介護予防通所介護 通所型サービス従前相当

通所型サービスA 通所型サービスB

総数 210,217

総数 243,534

総数 165,393
総数 153,579

15

（単位：人） （単位：人）

平成29年6月 平成30年6月 平成29年6月 平成30年6月
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481.4

227.4

372.1

635.7

0

100

200

300

400

500

600

700

平成26年6月

（移行前）

平成29年6月 平成30年6月

介護予防通所介護 通所型サービス

447.3

171.2

269.8

434.3

0

100

200

300

400

500

600

700

平成26年6月

（移行前）

平成29年6月 平成30年6月

介護予防訪問介護 訪問型サービス

（参考２） 利用者数の推移

※数値の参照先
平成26年6月：介護給付費実態調査（平成26年7月審査分）における、介護予防訪問介護・介護予防通所介護の利用者数（全国）
平成29年6月：介護給付費等実態調査（平成29年7月審査分）における、介護予防訪問介護・介護予防通所介護の利用者数ならびに総合事業における訪問型サービス・通所型サービスの利用者数
（全国）
平成30年6月：介護給付費等実態統計（平成30年7月審査分）における、総合事業における訪問型サービス・通所型サービスの利用者数（全国）
※指定事業所の場合、レセプトによる請求が行われるため、全国市町村のデータを集計することが可能。
※総合事業の利用者数は、指定事業所により実施されるサービスの利用者数のみ（委託・補助等の形式により実施されるサービスの利用者数は除かれる）

介護予防訪問介護・訪問型サービス 介護予防通所介護・通所型サービス

○ 指定事業所において提供されるサービス（委託・補助・直接実施の場合以外）について利用者数を比較すると、介護予防訪問
介護・訪問型サービスは年々微減しており、介護予防通所介護・通所型サービスは年々増加している。

２．総合事業のサービスの利用状況等

（単位：千人） （単位：千人）

計 599.5

計 441.0

16
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（図8）多様なサービスの利用者の１ヶ月間における利用日数の変化

※1 平成29年4月から総合事業へ移行した市町村において、サービスの利用者に係る、平成29年3月における介護予防訪問介護・介護予防通所介護の利用日数と、平
成30年3月におけるサービス利用日数（従前相当サービス、サービスA、サービスB、サービスC）を比較した。
※2 ｎ数は回答のあった400市町村から抽出した調査対象者4,621人である。調査対象者は市町村ごとに30件を上限として単純無作為抽出を行った。
※3 調査対象者は、以下の①、②の赤枠に両方該当する者である。

①サービスの利用 ②要支援等区分

○ 平成29年4月に総合事業へ移行した市町村について、利用者のサービス利用日数の変化を確認したところ、大きな変化はなかった。

（２）利用日数の推移

回答市町村 400市町村 （調査対象者 4,621人）

２．総合事業のサービスの利用状況等

6.3 6.5

0.0

3.0

6.0

9.0

移行前月

（平成29年3月）

移行1年後

（平成30年3月）

総合事業移行前（平成29年3月時点） 総合事業移行後（平成30年3月時点）

予防給付を利用していた 多様なサービスのみ利用している

従前相当と多様なサービスを利用している

従前相当サービスのみ利用している

予防給付を利用していなかった 多様なサービスのみ利用している

従前相当と多様なサービスを利用している

従前相当サービスのみ利用している

総合事業移行前（平成29年3月時点） 総合事業移行後（平成30年3月時点）

要支援2 要支援2

要支援1

チェックリスト該当

要支援1 要支援2

要支援1

チェックリスト該当

17

（単位：日）
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３．生活支援体制整備の状況等

（図9）生活支援コーディネーターの配置状況

○ 生活支援コーディネーターについては、第1層では約9割、第2層では約7割の市町村で配置されている。

（１）生活支援コーディネーター配置状況

（参考）生活支援コーディネーターの配置状況（平成29年6月）

※1 第２層における生活支援コーディネーターの配置状況については、第2層の圏域を設定している市町村のみを母数としている。

18

1,515 (89.9%)

615 (73.0%)

141 (8.4%)

223 (26.5%)

30 (1.8%)

4 (0.5%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第1層 (n=1,686)

第2層 (n=842)

配置している 配置していない 無回答

1,218 (74.0%)

370 (72.7%)

415 (25.2%)

123 (24.2%)

12 (0.7%)

16 (3.1%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第1層 (n=1,645)

第2層 (n=509)

配置している 配置していない 無回答
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３．生活支援体制整備の状況等

（図10）生活支援コーディネーターの配置状況

（１）生活支援コーディネーター配置状況（つづき）

配置圏域数・配置人数

第1層 第2層

圏域の総数 1,807 6,993

うち、コーディネーターが配置されている圏域の数 1,628 4,949

配置率（配置されている圏域数/圏域の総数） 90.0% 70.8%

コーディネーターの人数（実人数） 2,295 4,472

○ 生活支援コーディネーターを配置済の圏域の数は、第1層で1,628圏域、第2層で4,949圏域となっている。
○ 生活支援コーディネーターの人数は、第1層で2,295人、第2層で4,472人となっている。

19
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３．生活支援体制整備の状況等

（図11）協議体の設置状況

（参考）協議体の設置状況（平成29年6月）

※1 第２層における協議体の設置状況については、第2層の圏域を設定している市町村のみを母数としている。

○ 協議体については、第1層では約8割、第2層では約6割の市町村で設置されている。

20

1,331 (78.9%)

471 (62.3%)

326 (19.3%)

282 (37.3%)

29 (1.7%)

3 (0.4%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第1層 (n=1,686)

第2層 (n=756)

設置している 設置していない 無回答

（２）協議体の設置状況

996 (60.5%)

265 (55.7%)

626 (38.1%)

187 (39.3%)

23 (1.4%)

24 (5.0%)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

第1層 (n=1,645)

第2層 (n=476)

設置している 設置していない 無回答
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３．生活支援体制整備の状況等

（図12）協議体の設置状況（圏域数）

（２）協議体の設置状況（つづき）

設置圏域数・設置協議体数

21

第1層 第2層

圏域の総数 1,808 6,981

うち、協議体が設置されている圏域の数 1,420 3,520

設置率（設置されている圏域数/圏域の総数） 78.5% 50.4%

協議体の数（実数） 1,432 3,906

○ 協議体を設置済の圏域の数は、第1層で1,420圏域、第2層で3,520圏域となっている。
○ 協議体の数は、第1層で1,432か所、第2層で3,906か所となっている。



（図13）担い手の確保のための取組の実施有無

○ 多様なサービスの担い手を確保するための各取組について、取り組んでいる市町村はいずれの項目も約２～3割となっている。

（３）多様なサービスの担い手の確保のための各取組

※ 複数回答

３．生活支援体制整備の状況等

31.2%

31.4%

31.0%

18.8%

19.8%

7.5%

32.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パンフレットやチラシの配布

講演・セミナー

地域団体や地縁組織への協力依頼

ボランティアポイント等

情報交換会や発表会の開催

その他

いずれも実施していない ※

該当する 該当しない 無回答

21.9%

21.6%

20.1%

26.3%

17.0%

12.2%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

パンフレットやチラシの配布

講演・セミナー

地域団体や地縁組織への協力依頼

生活支援コーディネーター、協議体による担い手確保

ボランティアポイント等

情報交換会や発表会の開催

その他

該当する 該当しない 無回答

（参考）担い手の確保のための取組の有無（平成29年6月） ※ 複数回答

22

※ 検討中で実施に至っていない場合も含む
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（図14）担い手確保を目的とした、他施策との連携状況

○ 他施策との連携について、「担い手となる身体能力等のある高齢者の活躍の場づくり」とは約3割の市町村で連携しているものの、
いずれとの連携も実施していない市町村が約6割を占める。

（３）多様なサービスの担い手の確保のための各取組（つづき）

※ 複数回答

３．生活支援体制整備の状況等

3.7%

1.2%

0.7%

6.0%

26.4%

2.7%

63.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若年を含む認知症患者の活動の場づくり

生活困窮者の中間的就労の場づくり

障害者福祉サービスの就労継続支援サービスの活動プログラムの検討

都道府県等が行う介護人材確保施策

担い手となる身体能力等のある高齢者の活躍の場づくり

その他

いずれも実施していない ※

該当する 該当しない 無回答

3.2%

0.9%

0.5%

6.0%

31.2%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

若年を含む認知症患者の活動の場づくり

生活困窮者の中間的就労の場づくり

障害者福祉サービスの就労継続支援サービスの活動プログラムの検討

都道府県等が行う介護人材確保施策

担い手となる身体能力等のある高齢者の活躍の場づくり

その他

該当する 該当しない 無回答

※ 検討中で実施に至っていない場合も含む

（参考）担い手確保を目的とした、他施策との連携状況（平成29年6月）※ 複数回答

23



４．事業評価の実施状況

（図15） 事業評価の実施状況

○ 「総合事業実施効果の点検・評価」を行っている市町村は約３割、「総合事業にかかる費用対効果による事業評価」を行っている
市町村は約１割である。

30.4%

9.6%

23.3%

6.0%

15.1%

67.6%

88.0%

74.7%

91.0%

59.5%

2.0%

2.4%

2.1%

3.0%

25.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

総合事業実施効果の点検・評価

総合事業にかかる費用対効果による事業評価

生活支援体制整備事業の実施効果の点検・評価

生活支援体制整備事業にかかる費用対効果による事業評価

介護予防ケアマネジメント対象者の状態像分析に基づく施策改善

はい いいえ 無回答
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５．サービス実施上の課題

○ いずれのサービスにおいても、実施主体・担い手の確保を課題として挙げている市町村が多くなっている。

（図16） 実施する上での課題（サービスA）

21.8%

13.0%

10.1%

36.2%

21.3%

58.7%

5.3%

35.6%

17.3%

25.9%

4.9%

8.2%

76.2%

84.9%

87.8%

61.7%

76.6%

39.3%

92.6%

62.3%

80.6%

72.1%

93.0%

89.7%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域にニーズがあるか把握が難しい

国が定める事業費の上限により、新しいサービスを実施することが難しい

国が定める単価の上限により、単価設定が難しい

市町村独自の基準や単価を定めることが難しい

研修を実施する事務負担が大きい

実施主体や担い手がいない

庁内関係者との連携や理解を得ることが難しい

事業者等の理解を得ることが難しい

対象者が要支援者等に限られてしまっていることで、事業が実施しにくい

実施しても効果の把握が難しい

その他

特になし

該当する 該当しない 無回答

※ 複数回答
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（図17） 実施する上での課題（サービスB）

５．サービス実施上の課題

29.3%

11.5%

21.6%

72.5%

7.7%

31.1%

39.7%

22.3%

5.1%

6.6%

68.1%

85.9%

75.7%

24.9%

89.7%

66.3%

57.7%

75.1%

92.3%

90.8%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

2.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域にニーズがあるか把握が難しい

国が定める事業費の上限により、新しいサービスを実施することが難しい

研修を実施する事務負担が大きい

実施主体や担い手がいない

庁内関係者との連携や理解を得ることが難しい

対象者が要支援者等に限られてしまっていることで、事業が実施しにくい

総合事業に位置づけることにより実施主体の事務負担が大きくなる

実施しても効果の把握が難しい

その他

特になし

該当する 該当しない 無回答

※ 複数回答
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（図18） 実施する上での課題（サービスC）

５．サービス実施上の課題

30.8%

28.2%

11.3%

15.1%

48.5%

7.0%

21.8%

20.3%

11.6%

11.2%

65.8%

68.4%

85.4%

81.6%

48.2%

89.7%

74.9%

76.3%

85.1%

85.5%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

3.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域にニーズがあるか把握が難しい

必要な支援プログラムを定めることが難しい

国が定める事業費の上限により、新しいサービスを実施することが難しい

研修を実施する事務負担が大きい

実施主体や担い手がいない

庁内関係者との連携や理解を得ることが難しい

対象者が要支援者等に限られてしまっていることで、事業が実施しにくい

実施しても効果の把握が難しい

その他

特になし

該当する 該当しない 無回答

※ 複数回答
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（図19） 実施する上での課題（サービスD）

５．サービス実施上の課題

24.3%

13.8%

56.3%

45.4%

22.1%

65.3%

15.4%

28.8%

13.6%

4.2%

9.3%

71.8%

82.2%

39.7%

50.7%

74.0%

30.7%

80.7%

67.3%

82.4%

91.9%

86.7%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

地域にニーズがあるか把握が難しい

国が定める事業費の上限により、新しいサービスを実施することが難しい

道路運送法の取扱との整理や、運輸支局との調整に関する負担が大きい

車両の確保が難しい

研修を実施する事務負担が大きい

実施主体や担い手がいない

庁内関係者との連携や理解を得ることが難しい

対象者が要支援者等に限られてしまっていることで、事業が実施しにくい

実施しても効果の把握が難しい

その他

特になし

該当する 該当しない 無回答

※ 複数回答
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従前相当サービス

従前相当以外の
多様なサービス

従前相当以外の
多様なサービス

訪問型サービスA 従来より基準を緩和したサービス

訪問型サービスB 住民主体による支援

訪問型サービスC 短期集中予防サービス

訪問型サービスD 移動支援

通所型サービスB 住民主体による支援

従前相当サービス 旧介護予防訪問介護に相当するサービス

従前相当サービス従前相当サービス 旧介護予防訪問介護に相当するサービス

通所型サービスA 従来より基準を緩和したサービス

通所型サービスC 短期集中予防サービス

（参考）本調査におけるサービスの分類

見守り

配食

その他

訪問型サービス

通所型サービス

その他
生活支援サービス
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